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第 2 次古河市総合計画は、古河市自治基本条
例 ( 平成 21 年 9 月 9 日条例第 32 号 ) 第 20
条の規定に基づき、「総合的かつ計画的な市政
運営を図るため」策定するものです。

基本計画は、基本構想に掲げた未来の “ めざす
まち ” を実現するための手段として、各期に市政
宣言を掲げ、分野ごとに、中期的な施策の方向
性を定めるものです。

第 2 次古河市総合計画は、「基本構想」「基本
計画」および「実施計画」の三層により構成さ
れています。

基本計画は、基本構想の計画期間 (20 年間 ) に
4 年ずつ 5 期にわたって策定するものとし、第 I
期基本計画は、平成 28(2016) 年度を初年度と
し、平成 31(2019) 年度を目標年度とします。

このたび、今後 4 年間の市の基本的な方向性を示した「第
I 期基本計画 (平成 28年度〜 31年度 )」を策定いたしま
した。 

市政宣言として「若者に選ばれるまちづくり」を掲げ、特に「子
育て支援の徹底」「教育環境の充実」「雇用の拡大」「高齢
者が住み続けられるまち」の実現に向け、取り組んでまいり
ます。

本計画の策定に際しまして、市民アンケート等により貴重な
ご意見やご提案をいただきました市民のみなさまに対して、
心から感謝申し上げます。

第 2 次古河市総合計画第Ⅰ期基本計画とは
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1.子育て支援の徹底

子育て支援の拠点を整備し、幼児教
育・保育・地域の子ども・子育て支
援の拡大と質の改善を図ります。 

認定こども園への移行の促進や小規模
保育の設置等、保育所待機児童の継
続的解消を進めます。

産前後サポートや子育て情報の積極
的な提供を行い、子どもを産み育てや
すい環境を整えます。

子育てにかかる経済的負担を軽減し、
産み育てやすい環境づくりを進めます。

仕事と家庭のバランスが取れた生活を
目指すための啓発事業や職場環境の
改善を推進します。 

小児医療福祉費支給制度に加え、市
独自の医療費助成を行い、子育ての
医療費負担を軽減します。

子育て支援の
拠点の整備

待機児童の
継続的な解消

妊娠・出産・育児の
切れ目のない
支援体制の構築

ワーク・ライフ・
バランスの推進

子ども・若者に
対する医療費の助成

1. 4.

2. 5.

3. 6.

母子手帳

NEW!

SUPPORT

出産や子育ての
経済的負担の軽減

おくすり

保育施設
の改築

こども園

保 育
環 境

病 院

子ども･
若者への
医療費
助成

出産の
経済的

負担軽減
子育てしやすい
職場環境

の推進

病後児
保育
の促進

子育て
拠点
の整備

認定
こども園
への移行支援

ワーク･ライフ･
バランス

の推進

職 場

ファミリー
サポートセンター

の活用

小規模 
保育
の設置

駅前ヤンチャ森
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2.教育環境の充実

国体の開催に向け、市民の意識向上
や施設の整備を行い、受け入れ体制
を整えます。

児童生徒一人ひとりの学習進度に配慮
した学びを引き出します。

学習指導要領に対応した教材、ICT
機器、全中学校へのエアコン等、学習
環境を整備します。

学習意欲・思考力・表現力等の向上
および知識・技能の定着のため、放
課後学習支援を推進します。

小中一貫および小中連携を推進し、新
しい教育環境の整備を目指します。

道徳教育の充実を図ります。また、生
徒指導上の課題について、地域全体
で見守る体制を構築します。 

国体受け入れ体制の
整備促進

学習環境の充実

個に応じた
教育の推進

小中連携の推進 豊かな心の育成

1. 4.

2. 5.

3. 6.

確かな学力の向上

NOTE
100

○
月
○
日

1
2 3

小中連携の推進

確かな学力
の向上

食育・地産地消の推進

体力アップ推進プラン豊かな心
の育成

幼稚園・保育園
認定こども園

小学校 中学校

生涯学習
生涯スポーツ

放課後児童クラブの充実 教職員の
能力向上

幼保小の接続
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認定農業者の育成・確保と、新規就
農者や後継者となる若者や女性などの
育成・支援を図ります。

古河名崎工業団地への企業の移転支
援により、自動車製造業の振興を図り
ます。

都市基盤を活かす産業系土地利用の
充実や立地支援策を講ずることにより
企業誘致を促進します。 

古河駅周辺の魅力づくりを推進し、民
間の活力を活かすことで、商店街に人
が集まる環境を作ります。

古河の物産について広くPR するとと
もに、販売の促進を図ります。

ハローワークや企業と連携した雇用機
会の拡大を図り、若者の地元就職・
地元定住を促進します。

地域農業担い手の
育成・支援

古河名崎工業団地
の整備促進

古河の物産の振興 市内での
雇用機会の拡大

1. 4.

5.2.

3. 6.

企業誘致の促進まちなか賑わい
づくりの推進

SHOPSHOP

ハロー
ワーク

3.雇用の拡大

鮒の
甘露煮

7 8

既存の中小企業への

経済的支援

工業
SHOP

商業農業

古河名崎工業団地の整備促進
企業誘致とそれに伴う定住促進

農業担い手育成

6次産業化の推進

創業支援

まちなか賑わいづくり
古河の物産振興



5.4. 強靭なまちづくり高齢者が住み続けられるまち

高齢者同士の交流を深めると
ともに、サービスやボランティ
ア活動の担い手として活躍で
きるよう支援します。

防災協定の円滑な運用を図り
ます。また、有事の際の物資
確保など、応急対策を進めま
す。

地域での見守りシ
ステム構築と、高齢
者の生きがいづくり

防災対策の推進1. 1.

交通の利便性など地理的条
件を活かし、より暮らしやす
い市街地を形成し、地域公
共交通ネットワークの再構築
を図ります。

市民の日常生活の安全性と利
便性を確保するため、生活道
路の維持・管理を計画的に
行っていきます。 

都市機能の集約と
地域公共交通ネッ
トワークの再構築

都市の活力を
変える道路の整備2. 2.

福祉拠点の機能の充実を図
り、地域での小規模で自主的
な福祉活動を行う拠点のあり
方について検討を進めていき
ます。

人口減少問題に対応し、経営
資源の有効な活用による施策
展開を図ります。 

福祉拠点の充実
効率的・効果的な
行財政運営と市民
サービス向上

3. 3.

総合窓口

00月00日

防災・防犯
・地域防災力の強化
・防災施設と設備の整備・充実
・消防団の活性化
・防災無線システムの強化

市街地整備
・市街地や集落地における
  都市基盤と住環境整備の推進 
・良好な市街地や集落地の形成 

古河駅

市民サービス向上 行財政運営　　　　
・窓口開庁時間の延長
・経営資源の有効活用
・人口減少問題対応
・ファシリティマネジメントの推進

市庁舎

防災
無線

堤 防

地域公共交通
ネットワークの

再構築
家族
介護者
への支援

地域での
見守り

介護サービス
の充実

生きがい
づくり

福祉拠点
の充実
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暮らしに関わる連絡先のご案内

施設名称

総和庁舎(本庁)
古河庁舎
三和庁舎
古河福祉の森会館
健康の駅

住所

下大野 2248
長谷町 38-18
仁連 2065
新久田271-1
駒羽根1501

電話番号

92-3111
22-5111
76-1511
48-6882
92-5771

施設名称

古河警察署
三和交番
鴻巣交番
駒羽根交番
古河駅前交番
下山交番
小堤駐在所
中田駐在所

住所

旭町1-1-23
仁連1932-6
鴻巣1154-3
駒羽1391-1
本町1-1-15
東3-1-19
小堤1410-3
中田1325-1

電話番号

30-0110
77-0110
48-0110
93-0110
32-2752
32-7506
98-3550
47-0110

施設名称

古河保健所

住所

北町6-22

電話番号

32-3021

市役所など 警察

施設名称

茨城西南地方広
域市町村圏事務
組合消防本部
古河消防署
総和消防署
三和分署
住吉分署
上大野出張所

住所

中田1683-9

中田1683-9
下大野752-2
仁連2070-1
古河797-1
上大野1933-3

電話番号

47-0119

47-0119
92-3948
76-1901
31-8626
98-2790

消防施設

保健施設

施設名称

古河郵便局
総和郵便局
三和郵便局

住所

桜町1-10
下大野744-4
仁連1914

電話番号

22-0400
92-6101
76-0001

郵便局

施設名称

古河税務署

住所

北町5-2

電話番号

32-4161

税務署

●市役所について
・開庁日
月〜金曜日 [ 祝日・年末年始 (12/29 〜 1/3) を除く]
 ・取扱窓口
総和庁舎（本庁 )・古河庁舎・三和庁舎
・開庁時間
午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
( 夜間開庁 毎週木曜日 〜午後 7 時 ※本庁のみ )
・休日の窓口
休日 ( 土日祝日 ) は閉庁しますが、日直の職員が一部の業務
を行い、お預かりの届書は、翌開庁日に事務処理をします。
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